
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
日
受
領

答

弁

第

二

四

二

号

内
閣
衆
質
一
七
六
第
二
四
二
号

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
服
部
良
一
君
提
出
非
正
規
労
働
者
の
雇
用
、
保
険
、
労
働
者
性
に
つ
い
て
の
政
府
の
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
服
部
良
一
君
提
出
非
正
規
労
働
者
の
雇
用
、
保
険
、
労
働
者
性
に
つ
い
て
の
政
府
の
認
識
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五

号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
「
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者
」
と
は
、
適
用
事
業
所
と
常
用
的
使
用
関
係
に
あ
る
者
を
い
い
、

御
指
摘
の
内
か
ん
は
、
当
該
常
用
的
使
用
関
係
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
の
目
安
と
し
て
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
法

的
根
拠
が
な
い
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
内
か
ん
に
お
い
て
は
、
所
定
労
働
時
間
等
が
通
常
の
就
労
者
の
所
定
労
働
時
間
等
の
お
お
む
ね
四
分
の
三
以
上

で
あ
る
短
時
間
就
労
者
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
被
保
険
者
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
併
せ

て
、
こ
れ
に
該
当
し
な
い
短
時
間
就
労
者
で
あ
っ
て
も
、
被
保
険
者
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
適
当
な
場
合
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
就
労
者
が
被
保
険
者
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
そ
の
就
労
の
形
態
等
個
々
具
体
的
事
例

に
即
し
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
「
四
分
の
三
に
満
た
な
い
」
こ
と
を
も
っ
て
、
一
律
に
当
該
就
労
者
が

一



被
保
険
者
に
該
当
し
な
い
取
扱
い
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
内
か
ん
の
趣
旨
に
反
し
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い

が
、
仮
に
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
届
出
や
、
被
保
険
者
の
資
格
の
有

無
の
判
断
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
日
本
年
金
機
構
に
対
し
て
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
使
用
関
係
や
賃
金
の
支
払
関
係
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
、
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
確
認
の
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
確
認
の
請

求
の
対
象
と
な
っ
た
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者
で
は
な
く
、
こ
れ
と
は
異
な
る
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
確
認
さ

れ
、
か
つ
、
そ
の
者
が
当
該
事
業
所
で
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
年
金
事
務
所
は
、
当
該
事
業
所
が
健
康
保

険
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
事
業
所
の
要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
を
確
認
し
、
当
該
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

者
が
被
保
険
者
の
要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
を
確
認
し
た
上
で
、
当
該
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
当
該
事
業
所
の
事
業
主
に

対
し
て
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
届
出
を
提
出
す
る
よ
う
指
導
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
外
国
語
指
導
助
手
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
Ｊ
Ｅ
Ｔ
（
語
学

指
導
等
を
行
う
外
国
青
年
招
致
事
業
）
等
に
よ
る
直
接
雇
用
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者

の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ

く
労
働
者
派
遣
契
約
の
締
結
等
に
よ
り
、
適
正
な
活
用
を
す
る
よ
う
、
文
部
科
学
省
か
ら
各
都
道
府
県
・
指
定
都
市
教
育
委

員
会
に
対
し
、
「
外
国
語
指
導
助
手
の
請
負
契
約
に
よ
る
活
用
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
八
日
付
け
二
十
一

初
国
教
第
六
十
五
号
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
国
際
教
育
課
長
通
知
。
以
下
「
通
知
」
と
い
う
。
）
を
通
知
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
通
知
の
趣
旨
の
徹
底
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。
ま
た
、
労
働
者
派
遣
法
違
反
が
生
じ
た
場
合
に

は
、
速
や
か
に
是
正
す
る
よ
う
都
道
府
県
労
働
局
に
お
い
て
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
通
知
に
よ
り
各
都
道
府
県
・
指
定

都
市
教
育
委
員
会
に
対
し
、
外
国
語
指
導
助
手
が
行
う
テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
に
つ
い
て
、
学
級
担
任
又
は
教
科
等
担

当
教
員
（
以
下
「
担
当
教
員
」
と
い
う
。
）
の
指
導
の
下
、
担
当
教
員
が
行
う
授
業
に
係
る
補
助
を
行
う
場
合
、
担
当
教
員

が
外
国
語
指
導
助
手
に
対
し
て
、
指
導
内
容
や
授
業
の
進
め
方
に
係
る
具
体
的
な
指
示
や
改
善
要
求
、
外
国
語
指
導
助
手
の

三



行
う
業
務
に
関
す
る
評
価
を
行
う
場
合
は
、
い
ず
れ
も
請
負
契
約
に
よ
っ
て
は
実
施
で
き
な
い
旨
を
周
知
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
今
後
と
も
通
知
の
趣
旨
の
徹
底
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。
ま
た
、
労
働
者
派
遣
法
違
反
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速

や
か
に
是
正
す
る
よ
う
都
道
府
県
労
働
局
に
お
い
て
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
調
査
結
果
か
ら
は
、
外
国
語
指
導
助
手
を
雇
用
す
る
請
負
事
業
主
と
請
負
契
約
を
行
っ
て
い
る
教
育
委
員
会
が

多
数
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
請
負
契
約
に
よ
り
外
国
語
指
導
助
手
を
活
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
自
体
を

も
っ
て
直
ち
に
問
題
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
担
当
教
員
が
外
国
語
指
導
助
手
に
対
す
る
具
体
的
な
指
示
等
を

行
う
場
合
は
、
外
国
語
指
導
助
手
を
直
接
雇
用
す
る
か
、
外
国
語
指
導
助
手
を
雇
用
す
る
派
遣
元
事
業
主
と
労
働
者
派
遣
契

約
を
締
結
す
る
等
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
教
育
委
員
会
に
対
し
、
こ
の
趣
旨
を
徹
底
し
て
ま
い
り
た
い
。
ま

た
、
労
働
者
派
遣
法
違
反
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
是
正
す
る
よ
う
都
道
府
県
労
働
局
に
お
い
て
指
導
し
て
ま
い
り

た
い
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

労
働
者
派
遣
法
及
び
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
違
反
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の

四



「
Ａ
Ｌ
Ｔ
の
雇
用
・
契
約
形
態
」
に
関
す
る
も
の
に
限
定
し
て
集
計
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

過
去
十
年
間
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
「
Ａ
Ｌ
Ｔ
の
雇
用
・
契
約
形
態
」
に
関
し
、
労
働
者
派
遣
法
又
は
職
業
安
定
法
に
基
づ

き
、
派
遣
元
事
業
主
等
に
対
し
て
改
善
命
令
等
の
行
政
処
分
を
行
っ
た
例
は
な
い
。

ま
た
、
労
働
者
派
遣
法
及
び
職
業
安
定
法
の
違
反
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
是
正
指
導
を
行
い
、
早
急
に
法
違
反
の
状
態
を

是
正
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
指
導
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
違
反
の
状
態
が
是
正
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
事
業

停
止
命
令
や
許
可
の
取
消
し
等
の
行
政
処
分
や
告
発
を
実
施
し
て
お
り
、
行
政
処
分
を
行
っ
た
際
に
は
、
事
業
所
名
等
を
公

表
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
管
理
責
任
に
関
す
る
根
拠
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
教
育
委
員
会
等
が
外
国
語

指
導
助
手
の
直
接
雇
用
又
は
派
遣
元
事
業
主
と
の
労
働
者
派
遣
契
約
に
よ
り
、
外
国
語
指
導
助
手
を
活
用
す
る
場
合
に
は
、

校
務
を
つ
か
さ
ど
る
校
長
等
が
当
該
外
国
語
指
導
助
手
を
指
揮
監
督
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
校
長
等
は
、
学
校
を
管
理

す
る
教
育
委
員
会
の
指
揮
監
督
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
教
諭
は
、
校
長
等
の
指
揮
監
督
の
下
、
指
導
計
画
等

に
基
づ
き
外
国
語
指
導
助
手
と
と
も
に
教
育
活
動
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

五



ま
た
、
教
育
委
員
会
等
が
請
負
事
業
主
と
の
請
負
契
約
に
よ
り
、
外
国
語
指
導
助
手
を
活
用
す
る
場
合
に
は
、
外
国
語
指

導
助
手
に
対
す
る
労
働
契
約
上
の
責
任
は
請
負
事
業
主
に
あ
る
。
教
育
委
員
会
等
は
、
請
負
事
業
主
の
雇
用
す
る
外
国
語
指

導
助
手
が
、
請
負
事
業
主
の
指
揮
命
令
を
受
け
て
、
学
校
現
場
に
お
い
て
請
負
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
よ
う
、
請
負
事
業

主
に
よ
る
契
約
の
履
行
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
と
な
る
。

四
の
（
�
）
に
つ
い
て

労
働
基
準
監
督
機
関
に
お
い
て
は
、
講
師
が
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
労

働
者
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
し
、
該
当
す
る
場
合
に
は
同
法
の
遵
守
に
つ
い
て
適
切
に
指
導
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

ま
た
、
厚
生
年
金
保
険
、
健
康
保
険
、
雇
用
保
険
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
年
金
事
務
所
そ
の

他
の
関
係
機
関
（
以
下
「
年
金
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
そ
の
他
の
関
係
法
令
（
以
下
「
厚

生
年
金
保
険
法
等
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の
届
出
等
の
事
業
主
に
よ
る
手
続
が
適
切
に
行
わ

れ
る
よ
う
、
事
業
主
に
対
し
適
切
に
指
導
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

労
働
基
準
法
又
は
厚
生
年
金
保
険
法
等
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
労
働
基
準
監
督
機
関
又
は
年

六



金
事
務
所
等
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
法
令
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う
、
適
切
に
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
の
（
�
）
に
つ
い
て

教
育
訓
練
実
施
者
と
し
て
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
教
育
訓
練
給
付
制
度
の
対
象
講
座
に
係
る
指

定
を
行
わ
ず
、
又
は
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
教
育
訓
練
実
施
者
と
し
て
著
し
く
不
適

当
と
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
事
例
に
即
し
て
判
断
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

七


